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計画策定の趣旨 
（１） 社会的背景 
 水道事業はこれまで利用者に安全な水を安定的に供給するため、増え続ける水需要に対応して

様々な取り組みを行い、今日では、いつでも・どこでも飲料用に利用できる水道として、公衆衛生の

向上、生活環境の改善に寄与するとともに、社会経済活動を支え生活に欠かすことのできないライ

フラインとなった。 
 その一方で、水道事業を取り巻く社会環境は大きく変化しており、これまで順調に増加していた水

需要は、ライフスタイルの変化、核家族化、少子高齢化など需要構造の変化により近年では減少傾

向にあり、事業経営に影響を及ぼすまでになっている。また、施設整備においても建設拡張の時代

から質的向上や大規模地震への対応等、維持管理の時代へと転換期を迎えており、施設整備が料

金収入に直結しないものとなっている。このような背景のもとで、国においては水道の将来的な方向

性や水質管理および水道事業経営等に関する情報公開のあり方など指針・提言が示されており、こ

れを受けて、本市水道事業の現状を認識したうえで水道事業者の使命と言える「安定供給と安定経

営」の維持を次代に継承するために中・長期的検討を行ったところである。 
 
（２） 小松島市水道事業の現状と課題 
 本市水道事業は、第三期拡張計画により田浦浄水場の建設と配水系統の拡張整備を行い、懸案

であった「水源の確保と普及率の向上」を図ってきた。現在では、普及率も 97％と自家水利用者を
除き概ね全市に水道が行き渡り、普及の面では成熟期を迎えている。しかし、本市の水道施設は創

設期から昭和 40 年代後半までに建設された施設を中心に多くの施設で老朽化が進んでおり、今
世紀前半にも予測される大規模地震などに対して脆弱なものとなっている。 
さらに、本市の水道システムは１箇所の浄水場と１箇所の配水池で市内一円の配水を行う仕組み

となっているため、その施設が地震等により被害を受けた場合のみならず、平常時の破損事故等に

おいても、バックアップ機能がなく市内全域の断水を余儀なくされることから、田浦浄水場の再編を

はじめ管路のループ化など抜本的対策を立てる必要が生じている。このため、平成 17 年度に施設
の劣化調査を含む簡易耐震性調査を実施し、この調査結果をもとに整備計画の検討を進めてきた

ところである。 
今後の課題 
①人口減少化社会への突入や地域経済の先行きが不透明な現状で給水収益の増加が期待で

きない状況に加えて、施設の耐震性向上や老朽施設の更新等に多額で継続的な投資を必要

としている。このため、経営の効率化策をもっても、収支バランスの確保が困難となることから25

年間据え置いてきた料金の改定が避けられない現状である。 

 

②本市水道は取水環境に恵まれ、これまで質・量とも安定しているが、水質基準の厳格化と、そ

の管理を行う上で将来に渡り水源上流部の環境悪化や耐塩素系病原性原虫等の発生に留意

し、適宜必要な対策を講じていく必要がある。 

 

③国の三位一体改革、地方分権の推進を踏まえて、指定管理者制度、ＰＦＩ、包括的民間委託等

の民間的経営手法の導入によるコスト低減化・効率化等をはじめ、地域特性を活かした事業の
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一層の自立性と経営管理体制が求められ、本市水道事業が抱えている今後の課題「安定的給

水と安定経営の維持」を一体的に捉え、これらの研究・検討を進めていかなければならない状

況に直面している。 

 

④今後予測される厳しい水道経営に対し、職員の民営経営感覚による簡素・効率化・サービス等、

意識改革を重要課題とし、社会環境変化や社会要請に柔軟かつ的確に対応できる職員体制

の構築を目指す。 

 

本市水道事業の将来的な展望・方向性を示した上で、当面は非常時等における市内全域の

長期断水の回避と早期復旧を可能とするため、休止施設の活用と基幹施設の補強及び更新を

進め、市民生活と地域経済活動の維持・向上に努める。これらの推進には、「最小の建設投資に

よる最大の効果」を念頭に建設投資と予定する事業収益・コスト削減を反映した長期経営計画を

策定し、市民から信頼・支持が得られる水道づくりを目指していかなければならない。 

 

１． 事業運営の基本方針 

（１） 計画の位置づけ 

 国及び日本水道協会が提言している指針（水道ビジョン及び水道事業ガイドライン）を基本としつ

つ、小松島市の独自性や地域性を踏まえた第四次総合計画（後期）見直しによる具体的な施策の

実施を明確にするものと位置づける。 

 また、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」（平成17年3月29日付け

総務事務次官通知）に規定する「集中改革プラン」公営企業部分と位置づけ、公表を行うものとす

る。 

 

（２）計画策定の期間 
中期計画期間は、平成 17年度を起点に平成 21年度までの５年間とする。 
長期計画期間は、料金改定幅と整備事業の検討を加えた上で、平成 19 年度～平成 38 年度ま
でとし別に定める。 
水道事業を取り巻く社会環境変化に柔軟に対応するため、平成 19年度～21年度までの重複期
間については、適宜調整を加えることとする。 
 
（３） 事業運営の目標 
①安全でおいしい水の供給 

②災害に強い安定した水道システムの構築 

③市民サービスの向上 

④健全な事業運営の推進 

 

３．事業計画 

（１） 中期財政収支計画 


